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はじめに

本年四月からの養護学校教育義務制の施行により，障害児教育は一つの分岐点にさしかかっ

ていると言えよう。

この時期にあたり，心理臨床にたずさわり，発達障害を示す子供一人一人とのかかわりを大

切にしたいと考える立場に立って，障害児保育・教育のあるべき方向性について考察すること

は，今後の取り組みにとって意味深い土とだと考える。

I.問題

Ⅰ－1・分離と統合について

本論文において「分離」とは，障害児保育・教育の場において，健常児と障害児が互いに分

離され，さらに障害の種類別，程度別によって細分化されているという実態及び方向性を含む

内容として考えていきたい。

「統合」とは，「分離」との対極概念として存在し，障害児保育.教育の場において，健常児

と障害児あるいは種類別，程度別の障害児同士が共同の場において共に学び，育ち合うといっ

た実態及び方向性を含む内容として考えていきたい。

I－2.本論文の主題及びその設定理由

すべての障害児において，教育を受ける権利や発達する権利がきちんと保障され，同時に.

地域社会の中で対等平等な一人の人間として生活することが確立されていくことこそを，目標

とすべき一つの方向性であると考える。この方向性にそって障害児保育・教育のあるべき姿を

考えていく時，重要な一つの視点となるのが分離か統合かという課題である。

そこで本論文では，障害児保育・教育のあり方における分離.分化と統合・共同についての

両者のあるべき関係について考察することを主題としている。

この主題を設定した具体的理由は，次の三点である。（1）この主題は，筆者の心理臨床的取

り組みの中で，障害児保育のあり方や自閉児の保育・教育のあり方の問題として，常に問われ

てきている課題である。（2）養護学校教育義務制の実卿こ対して賛否両論に分裂している中で，

これを如何にとらえるべきかが問われている。そして，そこでの重要な視点の一つとして，分

離と統合の課題が存在している。（3）筆者は，三ケ月程前にソピェトの障害児学校を訪問し，
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見聞する機会を得た＊1。その中で，ソビエトの障害児教育が細分化されている実態にふれて，  

分離・分化と統合・共同の問題について破く考えさせられた。   

以上の主題にそって，本論文では，次の二点から考察を深めていきたい。第一点ほ，ソビエ  

トの障害児教育の実態を通しての考察（ⅠⅠ）であり，第二点は，養護学校教育義務制化との関連  

を通しての考察（ⅠⅠⅠ）である。   

筆者は，これらの考察を通して，分離か統合かを二者択一的にきめつけようとは考えていな  

い。むしろ，現実の子供の側の姿を基調忙すえて，分離・分化と統合・共同の相互関連の中で  

のあるべき方向性について考えていきたい。  

ⅠⅠ．ソビエトの障害児教育の実態を通Lて  

ここでは，ソビエトの障害児教育の場が細分化されている実態に焦点をあてて，筆者の訪問  

体験と文献検討の両者から記述し，それについての若干の考察を試みたい。  

ⅠⅠ－1．障害児学校の種芋割こついて  

（1）10種煩の障害児学校   

筆者の今回のソビエト障害児学校訪問のなかで，現在のソビエトにおける義務教育段階での  

障害児学校は，次の10種掛こ分化されていると紹介された＊2。①知恵遅れ児の学校（補助学  

校），①精神発達停滞児（3瑚．ep芯芯aⅡCオⅩ椚8¢帥rO p離別mは）の学校，③ろう児の学校，④難  

聴児の学校，⑤育児の学校，⑥弱視児の学校，⑦言語障害児の学校，⑧肢体不自由児の学校，  

⑨盲ろう児の学校，⑩病弱児の学校。   

従来の資料（例えば，飯野（1967）9），欠陥学辞典（モスクワ，1970＊8）11），石渡（1974）10）  

等）では，7種輝の障害児学校（上記10種類の中で，②⑨⑳を除外したもの）として紹介され  

ている。   

以上述べてきたことから，ソビエトの障害児学校は7種解から10種猥へと細分化されてき  

ており，日本における5種類＊4と比べて細かく分化されていることが注目される。   

ここで補足資料として，ソビエトの障害児教育，福祉の全体像を把撞するために，「欠陥学  

辞典」（モスクワ，1970）11）の中の「ソ連邦における，特殊教育一訓育施設＊5」の項を要約的  

に紹介しておきたい。  

”障害児（者）のための施設の大部分は教育省管轄下にあり，残りは社会保障省及び保健省の管轄下   

にある。教育省管轄下には，特別幼稚園（盲児，ろう児，知恵遅れ児），及び，盲児，弱視凪 ろう   

児，難聴児と後天的聴力障害児，軽度知恵遅れム私言語障害児，運動障害児，成人盲者，成人ろう者   

のための中等学校がある。社会保障省管轄下には，子どもの家（重い知恵遅れ児，盲ろう児）及び知  

＊11979年3月27日から4月6日にわたって，ひまわり出版株式会社主催「ソビエト障害教育交流旋行」（37   

名）に参加。知恵遅れ児特別幼稚園（レニングラード），肢体不自由児障害児学校（モスクワ，キエフ），   

盲学校（モスクワ），ろう学校（モスクワ），等の参観を実施した。  
＊2 モスクワにある，「第17肢体不自由児の寄宿制特別学校」訪問（（1979年4月5別の折に，校長より説  

明された。  
さ
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盲学校，ろう学校，3種類の養護学校。  
pp．386－388．   
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恵遅れ成人のための労働作業所があり，保健省管轄下には，精神発達障害児のめの療養所＊1，言語障  

害児（者）のための診療所，総合病院付属の言語矯正特別教室がある。“  

（2）精神発達停滞児について   

前述の障害児学校の細分化の中で，筆者が最も注目したいのは，知恵遅れ児と精神発達停滞  

児とに分かれている点である。   

以下において，精神発達停滞児に焦点をあてて若干の文献検討を試みたい。   

①精神発達停滞児の研究の歴史   

ア・イ・ジャチコフ（1967）1）は，ソビエトの障害児教育の発展の歴史について述べる中で，  

“知的活動に障害のある子どもも，より分化して研究されるようになった。知的に遅れた子ど  

もは，真に知的に遅れた子ども（パーソナリティの発達の障害が器質的なもの）と，精神薄弱  

ではない，知的発達が一時的に停滞している子ども（さまぎまな原因によって生じた認識活動  

の衰弱が特徴的である）とに，よりはっきりと細分化された。”と述べている。ハナニー・ザ  

ムスキー（1974）8）も，“分化的診断の進歩の最初の結果のひとつとして，普通学校の学業不振  

生徒の中で心理発達の停滞している子どものグループを分離することがある。”と述べている。   

大井他（1976）21）ほ，“1971年，テ・ア・ウラーソワとェム・エス・ペブズネルの共同編集  

による「一時的発達停滞児＊2」（モスクワ，1971）が出版された。これは，一時的発達停滞児に  

関する組織的で，総合的な研究の出発点ともいえるであろう。”と述べている。   

以上のことから，精神発達停滞児は，1960年代後半から注目されはじめ，1970年代に入って  

急速に研究，実践の取り組みが進められてきた問題であろうと考える＊3。   

①精神発達停滞児の定義   

精神発達停滞児の定義に関連する，幾つかの資料を紹介していきたい。  

はじめに，「欠陥学辞典」（モスクワ，1970）11）にある「精神発達停滞＊4」の項を訳出する。  

”精神発達の正常なテンポの障害をもち，就学年令になっても，就学前の幼児にみられる遊びへの関  

心の程度にとどまっている子供である。この子供は，精神発達の停滞のために，学校活動にうまく参  

加できず，学習課題を遂行できない。そして，教室においても，幼稚園や家庭と同じようにふるまっ   

ている。  

一時的精神発達停滞児は，しばしば，精神薄弱児（オリゴフレニア）と誤まって考えられている0こ   

の子供は，次のような特徴をもっており，他と区別きれる。  

精神発達停滞児は，基礎的な読み書き，計算を習得することの困難きをもっている。と同時に，比較  

的良好な言語発達や，物語を記憶する高度の能九 認識活動におけるかなり高度の発達水準を有して   

いる。この点は，精神薄弱児にみられない特徴である。一時的精神発達停滞児は，指導過程での援助   

をうけと軌利用する力をもっている。つまり，課題解決の原理を習得し，それを他の課題遂行に応   

用することができる。このことは，彼らが，今後の発達の可能性を十分に持っていることを示してい   

る。即ち，現在は特別な教育での教師の援助によって遂行しうるとしても，近い将来には，自分のカ   

で遂行することができるであろう。彼らは，与えられた援助を利用し応用するカをもっているので，   

一定期間後には普通学級で教育をうけることが十分可能である。  

＊1丁ⅢRO且拉－α乱正風TOp耽属皿兄耳釘e音c凪py皿e耽兄皿ⅡCⅦⅩ耶eCE餌Ol）伽1Ⅶ打．  

＊琶 且eでE C Bp¢M餌E拉m甘狙属el】芯R恥lⅦp狙肌∬．  

＊8 最近の「欠陥学」誌に掲載されている，精神発達停滞児に関係する論文は，1976年度2編，1977年度5   
編，1978年虔4編である。  

＊1p．111∴「8恥epm血ⅡC取耶eC芯OTOp躯沌丁耶」   
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テ・ア・ウラーソワとェム・エス・ペブズネル（1971）＊1ほ，“学習不振生徒の中には，心理  

発達のテンポに障害をもっている子どもがいる。このような子どもでは，知能，情意領，パー  

ソナリティの発達のテンポの障害が全体として，様々な不適切な要因によるものであり，その  

基礎には，きわめて複雑な形の随意活動の発達不全が存在している。”と述べている。   

ヴェ・イ・ルポフスキー（1972）8）ほ，“一時的発達停滞の子どもほ，複雑な精神一身体的発  

育不全と幼い時からの精神一身体的虚脱症状をもっており，その多くに後遺症が認められる。  

そこで，外国の文献では「微細脳損傷の子」という言い方が用いられている。”と述べ，次の  

ような心理的諸特徴をあげている。州注意力，知的作業能率が低い，・（ロ憾覚情報の受容と変換  

に，より長時間を必要とする，日記憶の生産性，安定性が低い，国語い力が狭い，帥外界につ  

いての表象が限られている，H学習活動に対する動機が低い。   

③精神発達停滞児の教育形態について   

精神発達停滞児の教育の場がどのように考えられてきているかをみていきたい。   

ハナニー・ザムスキー（1974）8）は，“心理発達の停滞している子どもは，普通学校の普通学  

級という条件における特別な教育的取扱いを必要としている。しかし，若干の場合にほ，特別  

学級における特別な教授を必要としていることが明らかになった。彼らを普通学校の普通学級  

へ復帰させる目標でなされた，このような子どもに対する特別な援助のいっそうの発展は，普  

通学校にも補助学校にも好ましい影響を与えている。”と述べている。   

べ・エヌ・ロスクトーワ他（1971）4）は，精神薄弱児との違いを検討するなかで，“知的発達  

のテンポの停滞している子どもは，補助学校で教育されてはならない。かれらに対して特別な  

教授条件が用意されなければならない。”と結論づけている。   

天野（1972）2）は，“一時的発達遅滞児＊2は，一時的な発達の遅滞をなおし，普通学級で勉載  

できるようにすることを目的とした特別の施設，学級で教育を受ける配慮がなされはじめてい  

る。”と述べている。   

以上の如く，精神発達停滞児にとって補助学校で教育されるべきではなく，普通学級に戻る  

ことを目的とした特別な教育の場が必要であると考えられてきている。   

筆者らのソビエト障害児学校訪問の折の説明＊さでは，精神発達停滞児のための独立した学校  

があり，1学級15～16人で構成され，成果のあがった老ほ普通学級に戻されることを目的とし  

ているということであった。   

また，ユヌ・エヌ・アファナシイユワ（1978）¢）は，精神発達停滞児の訓育におけるグルーピ  

ングのあり方について検討しており，その調査を「精神発達停滞児のための寄宿制特別学校」  

（ゴーリキー市，2学年から5学年までの4年間在学）で実施したと述べている。このことから  

も，独立した学校としての存在が確認されろ。  

1979年5月23日付朝日新聞紙上5）に，“遅れた児童たちも寄宿舎の生活で回復”という見  

出しで，次のような記事がのせられている。“モスクワにある遅れた児童のための実験寄宿学  

校の様子をノ「ボスチ通信がレポートしている。それによるとここには，病気がちだったり神  

経系が弱かったりして就学や進学が遅れた子どもたち240人がおり，その大部分は小学校低学  

年の子だという。（中略）「この2年間に仙人以上が，普通の学校に戻ることができたのは，袖  

＊1大井他（1976）21〉より引用。  
＊2 3叫el）品Eaを≒停滞≒でなく ≒遅滞≒と訳している。  

＊8ⅠⅠ－1－（1Jに前出。   
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年にスタートしたこの教育学的実験の効果を物語るもの」と，レポーターほしめくくってい  

る。”この記事の「遅れた児童」とは，本稿で述べている精神発達停滞児のことであろうと考  

える。  

ⅠⅠ－2．障害の程度別による分類  

（1）．障害児学校の実態から   

今回，筆者らが訪問したソビエトの障害児学校は教育省管轄下のものであり，総じて軽度の  

障害児が多いという印象であった。そして，重度の障害児についての質問に対しては，“社会  

保障省，保健省管轄下の施設にいる。”との返答が共通的であった。   

レニングラードの「第97知恵遅れ児特別幼稚園＊1」でほ，数の学習，体育，音楽の指導場面  

を参観した。筆者及び同行者の観察では，軽度の遅れの幼児であるとの印象を強くうけたし，  

参観後の質問においても“ここにいるのは軽度の子である”との返答であった＊2。   

モスクワの「第17肢体不自由児の寄宿制特別学校ポ」には，344人（29学級）の生徒のうち  

94％が脳性マヒ児であった。授業や治療訓練の観察を通して，軽度の障害児であると感じさせ  

られたし，車椅子のための設備が殆んどみあたらなかったということからも，それほ推測され  

た。なお，この学校には11学級の「補助学級」があり，軽い知恵遅れを伴なった児童90名が  

学んでいた。そして，入学した初めの一年間は「準備学級」で，診断のためのプログラムにそ  

った教育が実施され，この間に補助学級か一般学級かを決定するとのことであった。  

（2）．文献の検討を通して   

ここでは，若干の文献検討を通して，中度及び重度の障害児の処遇について考えていきたい。   

木塚（1974）12）は，ソビエトの視覚障害児教育について紹介する中で，“軽度の育遅進児は，  

寄宿制盲学校の特別学級で受け入れていますが，重度の重複障害児は，社会保障省管轄の九年  

制の補助寄宿学校に在籍しています。”と述べている。   

佐藤他（1976）22）ほ，モスクワにある「第15子どもの家」の視察結果を報告している。それ  

によると，ここは社会保障省管轄下の施設であり，4才から18才の532名の子どもがおり，大  

部分は中産の障害児であるが少数の重度，最重度の子どももいたとのことである。そして，  

“精薄児教育は，教育省管轄下のものと保障省管轄下のものと二本建になっている＊4。しかも  

幼稚園段階から両者に分かれているので，早期から誤りのない判別ができるか否か，子どもは  

発達していく途上でいろいろ変わってくるから，二つの進路は相互に融通性のあるものでなけ  

れはいけないのでないかと思われる。”と述べている。  

ユム・イ・クズィミツカヤ他（1976）16）ほ，中庭の知恵遅れ児の教育について検討する中で次  

のように述べている。  

”中度知恵遅れ児への教育・訓育は，社会保障システム及び教育システムにおいて行なわれている。   

しかし両者ともに，この子供らに対する矯正・訓育指導の組織化と内容の水準は，未だ十分高いもの  

＊11979年3月30日訪問。  

＊2 山口（1976J22）も，“これまで，軽度の精薄児の補助学校や幼椎園をみて，あまりも整然とした学習活動   
が行なわれているのに驚嘆しながらも，この子どもたちが果たして日本の軽度精薄児と同じ程度の子ど   

もたちなのだろうかと若干の疑念を覚えないでもなかったのである。”と述べている。（佐藤他（1976）22）  

の序文より）。  
＊81979年4月5日訪問。  

串教育省管轄下には，特別幼椎園→補助学校とあり，社会保障省管轄下にほ，特別幼稚園→子どもの家→成  
人用の施設がある。   
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とはいえない。   

社会保障省の寄宿制子どもの家において，中産知恵遅れ児に対する労働教育の経験が多くつまれて   

いるが，組織性という点で一定の困難きをもっている。寄宿制子どもの家の大多数は，そこにいる子  

供が家庭や社会から孤立している，閉じられた施設である。しかし，文献の上では，寄宿制学校や通   

学タイプの学校において，家庭と断絶することなしに教育することのより大きな効果ということが指   

摘きれている（Ⅰ．LYLE，1959他）。   

その上寄宿制子どもの家には欠陥学教師のスタッフが存在しておらず＊1，このことは教育の質に   

影響を及ぼしている。”   

ⅠⅠ－3．小 考 察   

以上述べてきたように，ソビエトの障害児教育は，幼児期からの一貫した体系の中で種類別，  

程度別によって細分化されておこなわれている。   

そうした表面的な形態のみに目をやるのでほなく，歴史や本質をきちんとふまえた上で論評  

すべきであるが，ここではその面での筆者の学習課題の多さを自覚しつつ，若干の考察を試み  

たい。  

（1）細分化されていることについて   

ソビエトの障害児教育ほ，飯野（1967）9）が明示している如く，“障害児の知的・身体的発達  

の無限の可能性”という基本的考え方に立ち，“子どもの障害をあきらかにし，その障害に応  

じた特殊学校で子どもを教育するという原則”（大井他（1976）21）にのっとってすすめられてき  

ている。   

教授一学習の実践によって発達をつくり出していき，その発達の可能性にほ上限がないとす  

る考え方は非常に重要であると思うし，その考えにそって細分化されている点は理解できうる。   

しかし同時に，細分化への疑問も感ずる。発達を促進する教育の効率の面からのみでほなく・  

多種多様な子ども同士のふれ合いの中で理解し合い，育ち合うという面の必要性をも考えるべ  

きだと思う。   

石渡（1974）10）は，“このように細分化させるので，同種の障害児だけの世界を形成するので  

はないかという懸念も持たれようが，コムソモール，ピオネールなどを通じて，正常児との交  

遊がほかられている。社会主義社会には民族・人種・階級の差別はなく，まして障害児に対す  

る差別観ほ全くない。”と述べている。障害児に対する差別観が全くないと言い切れるものか  

どうか，また，ピオネールなどの課外活動を通して健常児との交流が十分なされているものか  

どうか＊2今後の課題として考えていきたい。  

（2）統合の視点の不十分さについて   

レニンダラ【ドの「第97知恵遅れ児特別幼稚園」を訪問した折，前述の如く軽度の子ども  

が多くみうけられた＊8。そこで“一般幼稚園の中で一緒にやれないものか”との質問に対して  

は，“障害児は，その子供同士の集団をもっている。障害のない子と一緒には出来ないとされ  

ている。例えば，障害のある子供ほ，障害のない子供のように速く走れない。障害をなおす目  

的でここにいる。”という返答であった。   

軽度の遅れであれば，一般幼稚園の中で助け合い刺激し合って育っていきうる可能性の大き  

＊1“飢Cy℡CT8y幻T CT鮎Rなy甘卯即¢竜一属e◎e椚餌OTOB”  

＊2 ここでは，障害児学校の先生の中に「yⅧで餌b」（教師）と「BocⅡ拙・即も」（訓育老）とが存在し，学校数  

育と社会教育とが結合されて教育活動とされている事実を指摘するにとどめたい。  
＊8Ⅰト2（1）参照。   
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いことを，筆者ほ大切に考えたい。   

障害があるからなおさなければいけない，故に特別の施設でという視点のみになると，統合  

への視点が欠落してしまうのであり，そのことへの疑問を感ぜずにほいられない。   

佐藤他（1976）22）も，「子どもの家」を視察した実情を述べつつ，“わが国で最近問題になっ  

ているイソテグレーションに関連して，ここにいる子と普通児の交流について施設側の考えを  

聞く質問も出されたが，両親は日曜日には子どもを自分の家へ連れていくことができるから，  

そこで同胞や近所の子どもの接触や交流があると思うというような回答であった。どうも我々  

が考えている程には，こういう問題を考えていないように思われた。”と述べている。このこ  

とからも，統合への視点の不十分さがうかがえる。   

関連して，幼児期から一貫して寄宿制であることへの疑問を感ずる。地域や家庭からの分離  

によるマイナス面やホスピタリズム現象等がどのように考えられているのであろうか。今後の  

課題として考えていきたい。  

ⅠⅠⅠ．養護学校教育義務制化との関連を通して  

本年四月から施行された養護学校教育義務制は，障害児教育のあり方そのもの，ひいては学  

校教育そのもののあり方をも問うべき性質を持っていると言える。この義務制化を如何にとら  

えるかほ，今後の障害児教育の方向性ともつながってくると考える。   

その際に，焦点となる問題点の一つが，本論文の主題である「分離」と「統合」との関連を  

どのようにとらえるかということであると考える。   

そこで，以下において，義務制化をめぐっての筆者自身のとらえを述べつつ，分離と統合の  

問題に視点をあてて考察をすすめていきたい。   

ⅠⅠト1．義務制化をめぐる問題点   

義務制化の是非をめく、、って，相対立する幾つかの主張や実践が撞起されてきている。   

ここでほ，筆者の立場からの問題点の礎示とそのとらえを述べていきたい。  

（1）問題点について   

筆者らは，義務制化について多くの関係者と考え合うことの必要性を感じ，昨年11月に盛  

岡において「養護学校義務制についての意見交換会」を実施した＊1。   

この会において筆者は，討論のための資料撞供として義務制化に関する問題点の指摘をおこ  

なっている＊2。それは，①全ての子供に教育の場が保障されるかどうか。具体的には，訪問教  

育制度の問題や猶予，免除の存続の問題等がある，②就学括導のあり方は如何にあれほいいの  

か。具体的にほ，発達診断表，就学指導委員会，学校選択権等のあり方をめぐっての問題があ  

る，（診統合，共同の教育の方向と逆行する側面を持っている，の三点である。   

以上の三点を，筆者なりの視点で更に要約すれほ，次の二つの課題が存在する。第一の課題  

は，障害の重い子どもの教育を如何に保障していくかということであり，第二の課題ほ，障害  

児であるが故の教育の場の“ふりわげ’は如何にあるべきかということである。  

（2）筆者のとらえ  

＊170名余の参会者にて活発な話し合いを実施した。そして，このまとめを「報告集」として本年1月に作成  
した。  

＊2 上記「報告集」pp．2－3．   
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①．筆者は，前述の「意見交換会」の中で，義務制化に対する立場として，次のように述べ  

ている。“選別，ふりわけといったものが，かえって強固になったり，一般の子どもたちと一  

緒にふれあって，その中で共に育っていくという方向がとりずらくなってくるとすれば，それ  

は問題である。それらの点を改善する中で，義務制というものを認めていきたい。＊1”   

義務制化により，健常児と障害児との関係が分断化される方向にほ反対しつつ，どんな重い  

障害をもつ子にも教育の場を保障していく方向は大切にしたいと考える。   

②．訪問教育制度が，幾多の問題点を含みつつも，養護学校における教育の一形態として，   

正式に位置づけられてきている。   

週四時間という短時間であり，集団の欠如した形態である事などを考えると，訪問教育が真  

に教育を保障し得る制度といえるかどうか疑問である。   

そこで，訪問教育対象児ほ，安易な形で認められるべきでほなく，必要最小限におさえられ  

ていくべきだと考える。そしてその上で，訪問教育の質的向上のための努力がなされていくべ  

きであろう。   

しかし現実にほ，訪問教育制度が安孝に拡大されて実施されてきている傾向がみられ，今後  

の大きな問題点であると考える＊2。   

③障害児の教育の場の“ふりわげ’は，就学指導のあり方と関連して，多くの課題をかかえ  

ていると考える。   

筆者ほ，基本的にほ，ふりわけを強化し，特別な場こそ子供のためであると安易にきめつけ  

ることにほ反対したい。官崎（1978）18）が，“今日では，「健常児」と呼ばれる子どもたちとの  

関係の中で「障害児教育」を問いなおす時代になってきています。すっきりと，あれはこっち，  

これほこっち，と区分できれば都合がよくても，そのことが「障害児」にとってどうなのか，  

「健常児」にとってどうなのかをきちんと問うていく構えだけは持ち続けたいものです。”と  

述べていることに賛成したい。障害児と健常児が共に育ち合う姿こそが本来の方向であり，そ  

れは同時に，障害児教育のみならず一般教育のあり方をも問い直していく方向の中でうみ出さ  

れてくるものと言える。   

しかし，障害児と健常児が一緒の場の中に屠ればそれで良いとする考えは単純すぎると思う。  

互いに関係し合う中で，各々の発達が保障されていくことこそ重要であり，そうした条件の不  

十分な場合にほ，特別な場でのきめこまかな発達保障への努力がなされていくべきであると考  

える。   

子どもの側に立ちつつ，あるべき方向性を見定め，現状でのステップを積み重ねていく取り  

組みこそを，筆者は大切にしたい。   

ⅠⅠト2．小 考 察   

養護学校教育義務制化が，分離教育の方向への推進の役割を果たしてきていることは否定で  

きないと考える。それは，具体的に次のような諸点にみられる。   

① 訪問教育制度の確立によって，その対象児は障害児集団から分離され，同じ養護学校の  

学籍をもちながら，学校の場で学ぶ子とそうでない子に分離されてきている。訪問教育制度そ  

＊1前記「報告集」p．10．  
＊2 大野の調査によると，この四月の養護学校就学児数の中の訪問教育対象児数は，岩手県457名中257名   

（56％），秋田県430名中134名（31％），群馬県389名中112名（29％），福井県490名中119名（24％〉，   

沖縄県442名中153名指5％）等々である。（月刊障害児教育，1979，6，p．24より）。   



（257）  障害児教育における分離と統合に関する一考察  39  

のもののあり方，対象となる子供の決定のあり方，具体的なすすめ方に伴なう諸問題等に対し  

て，子どもにとって何が大切かという視点から問い続けていくべきだと考える。   

② 特殊学級から養護学校への転校ということによって，健常児との分離がすすめられてき  

ている＊1。養護学校のみではなく，特殊学級の存在をも大切に考えていくべきであり，同時に，  

一般学校の中に存在しているという特殊学級の利点を積極的に活用していくべきであると考え  

る。   

以上述べてきた分離教育への方向と同時に，統合・共同の保育・教育の大切さとその取り組  

みへの方向も無視できえないものとなっており，今後益々盛んになっていくであろう＊2。   

義務制の実施により，障害児教育は新たなスタートを切ったと言える。どんなに重い障害を  

もつ子にも，教育をうけ発達する権利を保障することをめざしつつ，健常児との関係の中での  

障害児教育のあり方を模索し続けるべきだと考える＊3。  

ⅠⅤ．考  察  

ここでほ，ⅠⅠ及びⅠⅠⅠにおける考察をふまえつつ，障害児教育のあり方における分離と統合  

の問題についての筆者なりのとらえと今後の方向性について述べていきたい。  

ⅠⅤ－1．発達観の検討を通して   

筆者ほ，障害児保育・教育のあり方を，それが子ども一人一人の発達，生活にとってどうな  

のかという視点に常に立ち戻って考えていきたいと思う。その際に，基底として存在する問題  

ほ，子どもの発達をどうとらえるのかということである。   

そこで以下において，発達観の検討を通して，障害児教育における分離と統合の問題につい  

て考察していきたい。  

（1）「発達保障」と「共に生きる」視点の統一   

筆者は，以前（加藤（1978）18）），“障害をもつ人と健常である人とが「共に生きる」という方  

向を志向する時，隔離された場においてではなく，開かれた当り前の場である「地域」での  

「生活」をしていくということが模索されていくべきであろう。”と述べつつ，“「地域・生活」  

という側面と「発達保障」という側面とが，相互連関しあいつつ，調和的に高められていく条  

件づくりや実践的取りくみこそが，我々の今後の大きな課題の一つである。”と述べた。   

発達保障とは，その子どもなりに100％のエネルギーを発揮して外界と取りくみ，能動的に  

外的対象を獲得する中で，その子なりの十全な人格形成を促していくことであると考える。そ  

れを実現する為にほ，個別的ニードへの配慮と共に，子どもをとりまく環境のもつ力にも注目  

すべきであろう。   

そして，環境条件を考える時に，障害児のみの集団と同時に，障害児と健常児とが互いに関  

係しあう集団の役割をも重要視されるべきであると考える。   

障害児にとって，個別的ニードを配慮しつつ，健常児と対等平等にかかわり合う中で，発達  

＊1今年の四月時点で転校している子供は，岩手県では179名に達している（1979年2月7日付毎日新聞よ  

り）。また，大野の調査によると，秋田県153名，長野県272名，石川県164名が転校している（月刊障害   
児数乱1979，6，p．24より）。  

＊2 このことと関連して，文部省も1979年度の新規事業として「心身障害児の理解・認識の推進」をとりあ   

帆 心身障害児理解推進校の指定などを実施し出している。  
＊8 このことは，筆者自身の臨床的取り阻みにおいても基本的な課題である。   
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保障を実現していく取りくみこそが，めざされるべき方向であると考える。  

（2）「認識」と「情動」の視点の統一   

筆者ほ，子どもの発達をとらえる一つの視点として，認識の系と意欲一博動の系との相互作  

用の中でとらえることを考えてきている（加藤（1977）14））。（なお，この視点の大切さほ，西村  

（1977）叫やェヌ・ベ・エルフイモワ他（1978）7）によっても指摘されている）。   

ここで，認識の系を「もの」との閑凰 意欲一博動の系を「ひと」との関係であると置き換  

えることも可能である。例えば，村井（1978）19）は，ことばの発生を考える中で，“対「もの」  

と対「ひと」との関係の両側面を統一的にとらえていくということが，ことばの発生の研究を  

行なっていく上でどうしても必要”であると述べている。   

以上のように発達をとらえる時，障害児にとって，対「ひと」との関係を豊かにする為に，  

多くの人々とふれ合うことの大切さが指摘され得る。   

筆者は先日，通園施設において，移動不可能なC．P児のJ子（小学5年）が，軽い知恵遅れ  

の子等の音楽の授業に喜々として参加し，普段みられない程の活発な動きを示している場面に  

参加した。その中で，「ひと」とのかかわりの中で意欲，動機づけを高め，発達へとむすびつけ  

ていく為には，同質集団のみでなく異質集団をも確保されるべきであると痛感させられた。   

このことからも，障害児保育・教育の場が細分化されて同質集団化されるのみでは不十分で  

あり，統合化される中での多様な集団をも準備していくことが，障害児の発達にとって重要で  

あると考える。  

（3）「教える」と「育てる」視点の統一   

清水（1979）23）ほ，人間の発達と環境との関連について論ずる中で，“子どもを教え育てると  

いう本来の活動が，公的に教えるという活動の方に大きく傾いて，人間が子どもを育てるとい  

うよりは知識を教える，何かを教えこむという視点の方が過大になってきて，偏ってしまった  

のではないか。”と現在の公教育の問題点を述べつつ，“教える視点からの教育活動とその評価  

は，子どもをおとなの要求・社会のあり方に強く適応させようとするもので，外的に適応させ  

る方向をもつものであるが，子ども自身の内面世界を豊かに築き，自律的に生きる力を育てて  

いくという，内的な適応をはるか方向は頗る弱いといえる。そこでこの二つの方向への活動の  

バランスをとり戻し統合していくことが，今日的な課題になろう。”としている。   

この考えには，筆者も基本的に賛成である。障害児との取りくみにおいても，「教える」と  

いうこと（ある場合には「治す」ということ）にのみ視点がいきすぎると，如何に効率よく教  

えるか，治すか（「タテ」への伸び）ということにのみ目が奪われ，その子ども自身の主体的，  

能動的な要求，意欲を大切にして「ヨコ」への広がりによる人格の形成を図るという側面が見  

失なわれがちになるように思う。そこで，この両者の側面を相互連関的に統一させていく中で，  

子どもの発達をとらえていくことが重要であろうと考える。   

そして，「教える」，「治す」を中心に考えれば，その効率からいっても分化した同質集団の  

方が適切であるとされることが多くなるのであるが，そこ忙「育てる」という側面をも大切に  

考えられる中で，多様な人間関係を含む異質集団の大切さも理解され，共に育ち合うという統  

合の理念の大切さも破調されうると考えていきたい。   

ⅠⅤ－2．健常児にとっての統合のもつ意味   

障害児保育・教育における統合・共同の問題について考える時，そのことの障害児にとって  

の持つ意味と同時に，健常児にとっての持つ意味をも大切に考えていくべきだと思う。   
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川端（1979）15）が，自閉症にとってなおるとは何かを論ずる中で，“普通児の集団に入れさえ  

すれは自閉症児がよくなるという考えはあまりにも短絡的である。保育所や学校で普通児の集  

団に入れることが，たんにその子がのびる，よくなることのためだけであるならば，いずれ行  

きづまりがくるのほ目に見えている。”と拒摘していることを大切に受けとめていきたい。   

健常児集団の中に障害児が入ってくると，両者共にとまどいや混乱をひきおこすであろう。  

そのとまどいや混乱が，両者の関係の中で克服されていく過程においてこそ，互いに育ち合う  

方向がうまれてくるし，そうした主体的で日常的なかかわり合いの中でこそ互いの理解が深ま  

り，障害児に対する差別や偏見が解消されていく契機となりうると考える。   

そこで以下において，健常児にとっての統合，共同の持つ意味について，若干の考察を試み  

たい。  

（1）筆者の体験から   

筆者が小学生の頃，近くに住む精薄老のNさんが校庭に野球道具持参でよく遊びにきていた。  

話しことばも不明で，独特な動作や風貌を示すNさんを多くの人は敬遠した。筆者らは，放課  

時になるとNさんとキャッチボールをして遊び楽しんだ。   

このNさんとのふれ合いの中で，遅れのある人間の存在と理解し合うことの大切さを学はさ  

れたように感ずる。   

現在，保育園や幼稚園での統合保育のとりくみに参加する中で，健常幼児と障害幼児との日  

常的なふれ合いを大切にしたいと考えている。幼児にとって，障害児に対する差別，偏見の意  

識ほ自覚されていない。障害をもつ子どもとの日常的なふれ合いの中で ，多様な人間存在をし  

り，弱い老への思いやりと理解の気持を育てて欲しいと願っている。  

（2）文献の検討を通して   

「わたしたちのトビアス」（1978）叫ほ，ダウン症であるトビアスの四人の兄姉がトビアスの  

誕生してからの様子を凍った絵本である。この中に，次のような文章がある。  

”ママは，こういいました。ふつうの子どもたちは，ふつうでない子どもたちをおそれているのよ。   

ふつうでない子どもたちのほうでも，ふつうの子どもたちをこわがることだってあるのよ。 みんな，   

いっしょにくらきないから，おたがいに，わかりあったり，すきになったりできないんだわ。（P34）＝  

”わたしたちに，ふつうでない弟がいてよかったと思いました。トビアスのおかげで，わたしたちは，   

ふつうでない人といっしょにくらすことをおぼえるし，．ふつうでないとF享どういうことかが，わかる   

ようになるからです。（P36）＝＝ふつうの人も，．ふつうでない人も，いっしょにいるのがあたりまえ   

だと思います。ふつうでない人たちは，．ふつうの人の助けがいるでしょうし，．ふつうの人は，ふつう   

でない人のことをよく知る方がいいでしよう。（P40）＝  

このようにトビアスの兄姉は，障害をもっているとしても共に生活する中で理解し合ってい  

くことの大切さを身をもって示している。   

宮崎（1974）17）ほ，学校く、、るみの障害児学級の取りくみを述べる中で，障害をもつ康君と一  

般の子供達とのかかわりのェピソ【ドをいくつか述べつつ，“かつては康を見て逃げていった  

子どもたちが，「障害児」といっしょた生活するなかで，「康君は人間やねんで」と反論できる  

ほどに，正しい，平等な人間観を持つようになり，（略）「障害児」と具体的にどうつきあうべ  

きかということを学び，（略）人間の発達の過程というものにも気がついていっているのです。”  

と述べている。   
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こうした取りくみは，他にも幾つかみられる＊1。しかし，現在の知識偏重の学校教育のなか  

で，困難を伴なう取りくみであり，少数例でしかないことも事実であろう。   

ⅠⅤ一3．まとめと今後に向けて   

筆者は，ト2において，“すべての障害児において，教育を受ける権利や発達する権利がきち  

んと保障され，同時に，地域社会の中で対等平等な一人の人間として生活することが確立され  

ていくことこそを目標とすべき一つの方向性である。”と前述した。   

そして，健常児と障害児が共に育ち合う関係こそを基調と考えつつ，障害児の発達をきちん  

と保障することの大切さをも併せて論述してきた。それは，分離と統合を二者択一的に考える  

のでほなく，子どもに応じ＊2，状況に応じて，両者の相互関連のもとでとらえ，実践していく  

考え方に立っている。   

こうした考えに立って，筆者ほここ数年来，発達障害幼児の保育・教育の取りくみに参加し  

てきている。その中で，次のような課題が存続している。①一般幼稚園，保育園での障害児う  

けとめのための条件づくりが，より高められていかねばならない。①統合保育に参加しつつ，  

同時に個別的な取りくみの必要性を示す子どもに対しては，その両方の場を準備し，両者の協  

力のもとですすめていく必要がある。③小規模の通園施設も重要な役割をもっており，各地域  

毎に存在し，手軽に利用できる方向に整備されていく必要がある。④小規模通園施設が，その  

地域の障害幼児の取りくみのためのセンタ【的役割をもち，保育園や幼稚園との協力体制のも  

とですすめられていく方向を大切にしたい。   

これらの課題の解決に向けて，筆者自身の取りくみも継続していきたいと考える。   

現在のこの社会にほ，障害児に対する偏見，無知，差別が板張く残っており，学校教育の中  

での障害児の選別，隔離の方向も根強く存在していると考える。それ故にこそ，障害児の問題  

を自己の問題としてとらえ，自己との関係の中で障害児教育のあり方を模索し続ける努力こそ  

が大切であると思う。筆者自身も，障害をもつ子ども一人一人とのかかわりを大切にし，その  

子らと共に生活し，共に育ち合う方向をめざし続けたい。  
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